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にじいろだより
～ み ん な で つ な ぐ 、 み ん な の 農 村 ～

ふくだん様の表情が増えました

「いなかといいなか」むらのボランティア・マッチング事業の成果発表会を開催しました

農村振興課では、農村ボランティアをきっか
けに農村関係人口の創出・拡大を図る「『いな
かといいなか』むらのボランティア・マッチン
グ事業」を実施しています。草刈りや農作業な
ど、農村地域の困りごとを地域外の人と一緒
に取り組むことで、農村との継続的な関わり
づくりを目指しています。令和７年度は県内各
地で農村ボランティアが５１回実施され、延べ
３７６名が参加しました。２月１８日には成果発
表会を開催し、ボランティアを実施した３地区
が取組事例を発表しました。発表では、活動を
きっかけに参加者との交流が続いている地域
や、地域外の人が関わることで地域の意識に
変化が生まれた事例などが紹介されました。
参加者からは「作業だけでなく、地域の方との
交流が楽しかった」といった声も聞かれ、農村
ボランティアが農村と人とをつなぐきっかけ
となっていることが共有されました。

農村振興課では、令和６年度から農村ボランティアをきっか

けに、農村関係人口の創出・拡大を図る「いなかといいなか」む

らのボランティア・マッチング事業を実施しています。

草刈りや農作業など、農村地域の困りゴトを地域外の人と一緒

に取り組むことで、農村との継続的な関わり作りを目指してい

ます。

令和７年度は県内各地で草刈りや収穫などの農村ボランティ

アが５１回行われ、延べ３７６名の方々が参加しました。たくさん

の方に農村地域の魅力が伝わったと思います。

令和８年２月１８日には成果発表会を開催し、ボランティア

受入を実施した３地区による事例発表を行いました。また、ク

ロストーク（テーマ：地域はどう変わったか／これからどう広げ

るか）も行い、会場、オンライン合わせて３５名が参加しました。

事例発表では、活動をきっかけに参加者との交流が続いて

いる地域や、地域外の人が入ることで、地域の方の意識に変

化が生まれた事例などが紹介されました。

３地区から「作業だけでなく、参加者との交流が楽しかっ

た」という声も聞かれ、農村ボランティアが農村と人をつなぐ

きっかけになっていると実感しました。

ふくだん様の表情が増えました

「ふくしまの棚田」イメージキャラクターのふくだん
様の表情が増えました

にっこり、びっくり、あせり、後ろ姿、何かを指す様
子、スタンプ風の6種類ができましたので、「ふくし
まの棚田」のＰＲに是非ご活用ください！
使用規約やデータは福島県農村振興課ＨＰをご覧
ください

福島県農村振興課ＨＰ
ふくだん様～「ふくしまの棚田」
イメージキャラクター～

ふくだん様…「ふくしまの棚田」から生まれた神様。
いつも棚田地域をにこにこと優しく見守り、
『だんだんよくなーる』と物事を良い方向に導いて
くれます。もし会えたらいいことあるかも

〈にっこり〉
〈スタンプ・赤〉

〈何かを指す様子〉

〈びっくり〉

〈スタンプ・黒〉

〈後ろ姿〉

〈あせり〉
〈スタンプ・緑〉

R7.10.12 そば刈り(郡山市石筵)の様子

成果発表会の様子



そもそも“遊休農地”って何？？

令和８年度から始まる遊休農地を解消するための事業を紹介します

編集後記

遊休農地再生・利活用促進事業（県事業）

過疎・中山間地域において、事業実施主体が策定する事業実施計画に基づき、耕作又は粗放的
    利用等を再開するための遊休農地の再生作業等の取組を支援します。
ア 粗放的利用等支援
耕作又は粗放的利用を行うための再生作業経費を支援
《内容》 ①草・低木の刈払、樹木の伐採･抜根などの障害物除去、深耕、整地作業

②①と併せて行う土壌改良、種苗購入
イ 条件改善整備
再生作業と併せて条件改善整備まで取組む経費を支援
《内容》 条件改善整備のための暗きょ排水、客土等の費用補助

【補助率】定率（１／２以内）、事業費２００万円未満
【対象農地】過疎・中山間地域に該当する市町村における１号遊休農地、２号遊休農地

荒廃農地再生支援事業（国事業）

話し合いなどにより耕作の再開を目指す荒廃農地等について、再生作業、簡易な基盤整備、土壌
改良等を支援します。
【内容】
・再生利用・耕作再開等への整備（再生作業、支障物撤去、基盤整備、土壌改良等）
・附帯事業への支援（市町村等が行う農地利用調整等の取組を支援）
【補助率】定率（１／２以内等）
【対象農地】農振農用地区域内の農地、地域計画の外にある再生利用が可能な荒廃農地 等

その他の遊休農地解消に関する事業

・最適土地利用総合対策事業 ・基盤整備事業（各種）
・遊休農地解消緊急対策事業 ・農地耕作条件整備事業
・多面的機能支払事業、中山間地域等直接支払事業

字のごとく遊休化している農地ですが、付け加えると、引き続き耕作されない見込みの農地であ
り、調査を行う市町村農業委員会が１筆ごとに判断することになります。
具体的には、１号と２号に区分され、1号は、草刈り、伐根、耕起、整地等を行うことにより耕作可

能な農地、２号は、作付けはしているが周辺より著しく劣っている状況の農地で、まとめると、「再生
利用可能農地」となります。

この外に”耕作放棄地”、”荒廃農地”といった単語もありますが、違いを解説します。

”耕作放棄地”の面積は、2015(H27)の農林業センサスまで調査が行われていました。しかし、そ
の後調査されていないため、行政サイドとしては、使っていない言葉になります。なお、定義は、「以
前は耕作していたが、1年以上作付けしておらず、数年の間に作付けする意思のない土地」で、農家
自身により判断されていました。

また、”荒廃農地”は、Ａ分類と、Ｂ分類に分けられており、Ａ分類＝遊休農地の１号＝再生利用可
能農地であり、Ｂ分類は再生利用困難農地となります。なお、Ｂ分類は、森林の様相を呈しているな
ど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難なところなどと定義されています。

ふくだん様の新しい表情、全部かわいいですね！色々な場面で使いやすいので、
ぜひお気に入りの表情を見つけて活用してください。（※使用申請書が必要です。）
今年度ももう少しで終わりですね（早！）。来年度もにじいろだよりで農村振興課の取組を発信していきます
ので、よろしくお願いします。

詳細は福島県農村振興課まで
お問い合わせください。
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